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方
分
権
時
代
に
対
応
す
る
た
め
、

地
域
自
治
、
住
民
自
治
を
こ
れ
ま

で
以
上
に
推
進
し
な
が
ら
、
地
域
の
問
題

解
決
な
ど
の
た
め
に
、
行
政
と
し
て
支
援

協
力
体
制
を
整
え
る
た
め
、
自
治
会
単
位

区
ご
と
に
『
地
域
担
当
職
員
』
を
配
置
、

構
成
し
ま
し
た
。

格
的
な
活
動
に
つ
い
て
は
、
平
成

　

年
６
月
か
ら
と
な
り
ま
す
が
、

20

地
域
や
地
域
の
皆
さ
ん
の
自
主
性
・
主
体

性
を
保
ち
な
が
ら
協
働
の
活
動
を
展
開

し
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
魅
力
的
で
快
適
な
、

住
み
よ
い
地
域
づ
く
り
に
努
め
る
こ
と

を
目
指
し
ま
す
。

動
の
当
初
は
、
職
員
各
班
の
班
長

な
ど
が
皆
さ
ん
の
地
域
の
自
治
会

長
や
自
治
会
役
員
の
方
と
、
話
し
合
い
な

が
ら
、
具
体
的
な
協
働
に
つ
い
て
、
打
ち

合
わ
せ
を
行
う
予
定
で
す
。

　

地
域
の
皆
さ
ん
は
、
そ
こ
に
住
む
地
域

の
方
々
と
の
協
力
で
様
々
な
事
業
や
行

事
を
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
事
業
、
行
事
の
開
催
に
つ
い

���

て
、
そ
の
内
容
や
時
期
な
ど
は
、
地
域
の

歴
史
や
地
域
特
徴
が
あ
り
、
多
種
多
様
な

状
況
が
あ
る
も
の
と
理
解
し
て
い
ま
す
。

　

地
域
担
当
職
員
は
、
こ
れ
ま
で
皆
さ
ん

が
行
っ
て
き
た
も
の
を
地
域
の
皆
さ
ん

に
変
わ
っ
て
活
動
す
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
地
域
の
実
情
を
把
握
し
な
が

ら
、
地
域
の
最
も
望
む
こ
と
に
少
し
で
も

近
づ
け
る
よ
う
、
地
域
の
皆
さ
ん
と
共
に
、

活
動
す
る
も
の
で
す
。

　

例
え
ば
…
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…
な
ど
、
例
を
上
げ
る
と
切
り
が
あ
り

ま
せ
ん
が
、
あ
な
た
の
お
住
ま
い
の
地
域

で
は
、
ど
の
よ
う
な
問
題
点
・
課
題
点
が

あ
る
の
か
、
ま
ず
は
、
地
域
担
当
職
員
と

話
し
合
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

『
役
場
と
は
、
村
民
の
皆
さ
ん
の
た
め
に

役
に
立
つ
人
（
職
員
）
が
勤
め
る
場
』
だ

と
い
う
意
識
を
再
確
認
し
、
職
員
一
同
、

各
地
域
で
の
出
前
行
政
に
努
め
ま
す
の

で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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渡辺英男／佐藤克敏／大塚朝美
油井　泉／橋本加奈子／佐藤哲晴
橋本美津子　　　　　　  　　　　

◎真坂潤一
○小泉寛治

鬼志別
東　区

高松伸浩／浮中　潤／川口克也
新家拓朗／梅津則子／河口三枝子
亀山尚美　　　　　　　　　　

◎佐藤　浩
○工藤裕爾

鬼志別
西　区

森　克彦／眞野智章／大西みどり
柴田克則／尾崎博子／足立久美香
熊谷綾子　　　　　　  　　　　

◎早坂　裕
○畠山　貴

鬼志別
南　区

追久保敦／佐藤麻衣／柴田光男
高橋洋子／真野典子／秋葉麻弥

◎荒井輝彦
○西澤一夫
△向井義輝

鬼志別
北　区

佐藤弘美／河口　力／増田明史
林　真一／新家真理／石田敬治
上甲幸恵　　　　　　  　　　　

◎角谷伸一
○五十嵐伸介

小　石

小俣孝子／庄司真也／河口純一
得能睦美／伊藤元子／山川　博
日光由紀枝　　　　　　  　　　　

◎佐藤栄治
○角谷篤美

知来別

二津忠明／佐藤弘子／小山内忠
小俣孝範／大川愼一／盛田孝子
大谷洋子　　　　　　  　　　　

◎松谷　厚
○阿部真人
△川村一一

浜鬼志別

久保田耕二／近野由恵／吉岡尚美
上野一仁／長屋　篤／浮中由美子

◎小林勝彦
○山口　豊

浜猿払

廣瀬恵久子／久保貴人／三浦祐子
瀬戸俊介／亀山洋児／上野千秋

◎廣瀬猛士
○中山　誠
○西口亮一

芦　野

今村俊雄／末永祐樹／佐々木まゆみ
小泉奈央子／渡辺光司／畠山美代子

◎足立哲雄
○石田博史
△山田正俊

猿　払

本家幸敏／山本　晋／荒木　忍
渡邊民夫／阿部　弥／山田和代

◎久保田峰三
○小林智司
△阿部孝好

狩　別

坂本秀喜／鈴木淳司／藤田　聡
田村静子／張間雅美／泉川祐也
野田和歌子　　　　　　　　　　　　　　  

◎本澤悦雄
○伊藤公司

浅茅野

桑嶋雅昭／山本喜美代／中鉢隆之
石崎康浩／成田愛子／大橋昭嗣
宮本瑞季　　　　　　　　　　

◎伊藤浩一
○宮川　広

浅茅野
台　地

　表中の◎は班長、○は副班長、△は書記を示してい
ます。
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平成20年６月１日現在

　地域担当職員の班構成につ
いては左表のとおり、村職員
全員が構成員として配置して
います。
　できる限り、全職員で地域
との協働を目指しますが、職
員の業種的には、都合がつか
ない場合もありますので、ご
理解ください。
　なお、各班の構成員は原則
３年間の配置としております。
　皆さんの住む地域での問題
・課題点や行政に伝えたいこ
と、また、個人的にお困りの
ことなど、地域の皆さんと、
担当職員との協働で解決した
いと考えています。
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　今年４月から健康保険制度が改正
され、新たに後期高齢者医療制度の
創設、これに伴う国民健康保険税率
の変更や検診制度が改正されました。

特集
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今
ま
で　

歳
以
上
の
方
は
、
国
民
健
康

75

保
険
や
被
用
者
保
険
（
健
康
保
険
組
合

等
）
の
医
療
保
険
制
度
に
加
入
し
保
険
料

を
払
い
な
が
ら
、
老
人
保
健
制
度
で
医
療

給
付
を
受
け
て
い
ま
し
た
が
、
平
成　

年
20

４
月
か
ら
老
人
保
健
制
度
が
廃
止
さ
れ
、

今
ま
で
加
入
し
て
い
た
健
康
保
険
を
脱

退
し
、
北
海
道
が
保
険
者
と
な
る
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
で
医
療
を
受
け
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

※
被
用
者
保
険
と
は
、
政
府
管
掌
健
康
保

　

険
、
組
合
管
掌
健
康
保
険
、
船
員
保
険
、

　

各
種
共
済
組
合
な
ど
『
サ
ラ
リ
ー
マ

　

ン
』
の
健
康
保
険
の
総
称
で
す
。

※
平
成　

年
４
月
１
日
以
降
は
、　

歳
に

20

75

　

な
っ
た
日
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
の

　

被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

　

後
期
高
齢
者
の
医
療
に
か
か
る
費
用

の
う
ち
、
公
費
が
５
割
、
後
期
高
齢
者
支

援
金
（　

歳
以
下
の
方
の
保
険
料
か
ら
支

74

出
）
が
４
割
を
負
担
し
、
残
り
の
１
割
を

　

歳
以
上
の
み
な
さ
ん
に
納
め
て
い
た

75だ
く
保
険
料
で
負
担
を
し
ま
す
。

　

一
人
ひ
と
り
の
保
険
料
額
は
、
そ
の
人

の
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る
所
得
割
額

と
、
被
保
険
者
全
員
が
頭
割
で
負
担
す
る

均
等
割
額
の
合
計
と
な
り
ま
す
。

　

保
険
料
率
は
、
原
則
と
し
て
北
海
道
内

ど
こ
で
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。

������������

��������
������������

��������������

������������

���������	���������	

��������	
���������	
�
� �

　所得が低い人は、保険料の『均等割額』が世帯の所得水準によって軽減
される場合があります。
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　保健福祉推進課
　福祉介護係
　電話:２－２０４０
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平
成　

年
４
月
か
ら
、
年
金
か
ら
保
険

20

料
が
徴
収
さ
れ
ま
す
。
（
特
別
徴
収
）

　

年
金
か
ら
徴
収
さ
れ
な
い
方
は
、
納
付

書
や
口
座
振
替
等
に
よ
り
猿
払
村
に
納

め
て
い
た
だ
き
ま
す
。
（
普
通
徴
収
）

　

た
だ
し
、
普
通
徴
収
の
方
に
つ
い
て
は
、

平
成　

年
４
月
か
ら
の
徴
収
は
行
わ
れ

20

ず
、
前
年
の
所
得
額
が
確
定
す
る
月
か
ら

の
徴
収
と
な
り
ま
す
。
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職
場
の
健
康
保
険
な
ど
、
被
用
者
保
険

の
被
保
険
者
だ
っ
た
方
は
、
前
年
の
所
得

額
が
確
定
す
る
月
か
ら
の
保
険
料
徴
収

と
な
り
、
納
付
書
や
口
座
振
替
等
に
よ
り

猿
払
村
に
個
別
に
納
め
て
い
た
だ
き
ま

す
。
平
成　

年　

月
か
ら
は
、
年
金
か
ら

20

10

の
保
険
料
徴
収
が
開
始
さ
れ
ま
す
。
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こ
れ
ま
で
自
分
で
保
険
料
を
納
め
て

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
��
	


��
�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�

��

��

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�

い
な
い
職
場
の
健
康
保
険
な
ど
の
被
扶

養
者
だ
っ
た
方
も
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
で
は
被
保
険
者
と
な
り
、
保
険
料
を
納

め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
保

険
料
の
軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す
。

�
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
に
な

っ
た
日
か
ら
２
年
間
は
、
均
等
割
額
が
５

割
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。
（
２
年
間
、
所
得

割
は
掛
か
り
ま
せ
ん
。
）

�
平
成　

年
４
月
か
ら
９
月
ま
で
は
、
保

20

険
料
の
全
額
が
免
除
さ
れ
、
平
成　

年　
20

10

月
か
ら
平
成　

年
３
月
ま
で
は
均
等
割

21

額
が
９
割
軽
減
さ
れ
る
（
所
得
割
は
掛
か

り
ま
せ
ん
）
措
置
が
と
ら
れ
ま
す
。
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○
制
度
施
行
日
（
平
成　

年
４
月
１

20

　
　

日
）
の
前
日
に
、
職
場
の
健
康
保

　
　

険
な
ど
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
人
。

　

○
制
度
施
行
後
に　

歳
に
な
っ
て
資

75

　
　

格
を
得
た
日
の
前
日
に
、
職
場
の

　
　

健
康
保
険
な
ど
の
被
扶
養
者
だ
っ

　
　

た
人
。
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▲平成20年４月 ▲平成20年10月 ▲平成21年４月
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　５月18日午前10時30分から、浜猿払漁
港で猿払消防団と消防署猿払支署による、
春季合同消防演習が執り行われました。
　消防団と消防支署から総勢104名、10
台の消防車が出動しての一斉放水では、
観客から歓声が上がり、日頃の訓練で培
った放水技術を展開する小型ポンプ操法
でのきびきびとした消防団員の動きに、
見学に来ていた子ども達も大喜びでした。
　また、永年の消防活動に対する表彰式
も執り行われ、来賓の方々から祝辞を頂
き、春季合同消防演習は盛会のうちに幕
を閉じました。

��������

��������	
��
��

　村内のパッチワークサークル『もりの
くまさん』（代表：円丁康子）では、会
の結成15周年を記念し、猿払村交流セン
ターを会場に５月16日～18日までの３日
間、『キルト展』を開催しました。
　会のメンバーが日頃から、こつこつ作
成した様々な作品が展示され、繊細な作
品を一目見ようと、多くの来場者が訪れ
ました。
　展示会場では、パッチワークについて
講習できるコーナーや、メンバー手づく
りの菓子が振舞われるなど、来場者への
暖かな雰囲気づくりが印象的でした。
　なお、パッチワークサークルへのお問
い合わせは下記までお願いします。

������

　パッチワークサークル
『もりのくまさん』
　代表：円丁康子（電話：4‐5241）
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　５月23日、浅茅野台地の地域の皆さん
が、交通安全と農作業などに支障のある、
村道沿いのヤナギの枝払い作業を行いま
した。
　作業当日は、天候にも恵まれ総勢25名
の方々が参加し、自前の道具により作業
が進められました。
　地域の皆さんのご理解とご協力により、
道路の見通しが格段に良くなりました。
　また、地域の交通安全上の危険箇所の
再確認を行い、安全運転、安全作業を再
確認することもできました。
　今後も地域活動の一環として、この作
業を継続して頂くとのことでした。
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　５月19日から26日にかけて、平成20年
度第１回猿払村まちづくり懇談会が各地
域集会所などで開催されました。
　村からは、平成20年度予算の概要説明
と、本年６月から開始する地域担当職員
出前行政の説明を行い、様々な意見交換
がなされました。
　また、地域の皆さんからは、行政に対
する積極的な意見や要望も出されるなど、
有意義な懇談会となりました。
　村では、地域の皆さんから出された意
見などを各担当部署において協議検討し、
案件の結果を随時、報告する予定となっ
ております。
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
始
ま

り
、
医
療
に
係
る
総
費
用
の
う
ち

患
者
負
担
分
を
除
き
、
後
期
高
齢

者
の
保
険
料
の
ほ
か
、
国
・
都
道

府
県
・
村
の
公
費
、　

歳
ま
で
の

74

世
帯
か
ら
の
後
期
高
齢
者
支
援
金

で
賄
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

後
期
高
齢
者
支
援
金
は
、
ど
の

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
て
も
負

担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ

に
と
も
な
い
、
現
在
の
国
民
健
康

保
険
税
の
『
医
療
分
』
『
介
護

分
』
に
加
え
、
『
後
期
高
齢
者
支

援
金
』
が
新
規
創
設
さ
れ
ま
す
。

　

税
率
に
関
し
て
、
『
医
療
分
』

に
つ
い
て
は
、
賦
課
限
度
額
が
引

き
下
げ
ら
れ
、
『
介
護
分
』
に
つ

い
て
は
前
年
度
ど
お
り
で
す
が
、

『
後
期
高
齢
者
支
援
金
』
分
の
負

担
が
増
え
ま
す
が
、
ご
理
解
の
上
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	



①
督
促
を
う
け
た
り
、
延
滞
金
が

　

加
算
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

②
有
効
期
間
の
短
い
『
短
期
被
保

　

険
者
証
』
が
交
付
さ
れ
る
場
合

　

が
あ
り
ま
す
。

③
被
保
険
者
証
を
返
す
こ
と
に
な

　

り
『
被
保
険
者
資
格
証
明
書
』

　

が
交
付
さ
れ
ま
す
。
こ
の
と
き

　

掛
か
っ
た
医
療
費
は
い
っ
た
ん

　

全
額
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

④
国
保
の
給
付
の
全
部
又
は
一
部

　

を
差
止
め
ら
れ
ま
す
。

⑤
さ
ら
に
滞
納
が
続
く
と
、
国
保

　

の
給
付
（
療
養
費
、
高
額
療
養

　

費
、
出
産
育
児
一
時
金
、
葬
祭

　

費
な
ど
）
の
全
部
又
は
一
部
が

　

滞
納
保
険
税
に
あ
て
ら
れ
ま
す
。

※
国
保
に
加
入
し
て
い
る
人
は
、

医
療
を
受
け
る
『
権
利
』
が
あ
る

と
同
時
に
、
保
険
税
を
納
め
る

『
義
務
』
も
あ
り
ま
す
。
保
険
税

は
、
保
険
制
度
運
営
の
た
め
の
重

要
な
財
源
で
す
。
必
ず
期
間
内
に

納
め
て
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�

保
健
福
祉
推
進
課
介
護
福
祉
係

電
話
▽
２
―
２
０
４
０
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今
年
か
ら
、　

歳
か
ら　

歳
す

40

74

べ
て
の
方
が
対
象
の
健
診
制
度
が

新
し
く
な
り
ま
し
た
。

　

病
院
に
受
診
す
る
前
に
健
康
管

理
に
気
を
配
り
、
生
活
習
慣
病
の

前
段
階
の
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド

ロ
ー
ム
を
予
防
改
善
し
よ
う
と
い

う
、
新
し
い
健
診
と
保
健
指
導
で

す
。

　

健
診
の
結
果
に
よ
っ
て
、
３
つ

に
階
層
化
が
さ
れ
ま
す
。
階
層
化

さ
れ
た
人
に
対
し
、
表
の
支
援
内

容
を
行
い
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン

ド
ロ
ー
ム
を
継
続
し
て
予
防
し
て

い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

特
定
健
診
は
、
本
村
で
行
っ
て

い
る
村
民
ド
ッ
ク
の
内
容
を
若
干

改
良
し
、
健
診
を
受
け
て
も
ら
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
が
ん
検
診
に

つ
い
て
は
、
従
来
ど
お
り
で
す
の

で
、
お
間
違
い
な
く
。

　

な
お
、
国
民
健
康
保
険
加
入
者

の
方
に
つ
い
て
は
、
受
診
す
る
際

の
一
部
負
担
金
を
国
民
健
康
保
険

会
計
か
ら
補
助
し
て
い
ま
す
の
で
、

無
料
で
健
診
や
が
ん
検
診
を
受
診

�����������
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　鬼志別小・知来別小・浜鬼志別小
　・芦野小

�
�

�������
　13:00～保健福祉総合センター
��������
　14:00～国民健康保険病院

�
�

�������
　浜猿払小・浅茅野小

�
�

���������
　14:00～国民健康保険病院

��
�

���������	
��
　10:10～知来別方面

��
�

���������	
��
　10:10～鬼志別小・芦野小

��
�

�������
　10:00～浜鬼志別小学校
　13:30～芦野小学校

��
�

�������
　13:00～保健福祉総合センター
���������
　14:00～国民健康保険病院

��
�

�����������	
　14:00～国民健康保険病院

��
�

���������	
��
　10:00～浅茅野方面
�������
　11:00～保健福祉総合センター
����������
　15:00～農村環境改善センター

��
�

��������	
��
　９:00～鬼志別小学校グラウンド
���������
　11:00～保健福祉総合センター
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本
年
４
月
よ
り
、
健
康
推
進
係

の
保
健
師
担
当
地
区
が
左
記
の
と

お
り
変
わ
り
ま
し
た
の
で
、
お
知

ら
せ
い
た
し
ま
す
。
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��

　

鬼
志
別
東
町
・
鬼
志
別
北
町
・

豊
里
・
浜
鬼
志
別
・
浜
猿
払

�
�
��
��
��

　

鬼
志
別
西
町
・
鬼
志
別
南
町
・

芦
野
・
知
来
別
・
猿
払
・
狩
別

�
�
��
��
��

　

小
石
・
浅
茅
野
・
浅
茅
野
台
地

�
�
�
�
�
�

保
健
福
祉
推
進
課
健
康
推
進
係

電
話
▽
２
―
２
０
４
０

�����
　13時30分～16時(稚内保健所)ただし、
所外相談の７月猿払村は14時から、９月豊富町は14時から開設。
����
　市立稚内病院精神神経科医師
�����
　�利礼地区　年４回（６・９・12・３月）稚内地方精神保健
　　協会と共催で実施
　�南宗谷地区　年３回（５・８・11月）

������
　保健福祉推進課
　健康推進係
　電話:２－２０４０

備　　考開設場所曜日月年
稚内保健所月14４

20

５月21日�10時30分～南宗谷
地区で巡回相談開設稚内保健所月12５

６月４～５日�・�10時00分
～利礼地区で巡回相談開設稚内保健所月９６

猿払村(所外相談)月７７
８月６日�10時30分～南宗谷
地区で巡回相談開設稚内保健所月11８

９月３～４日�・�10時00分
～利礼地区で巡回相談開設豊富町(所外相談)月８９

稚内保健所月６10
11月５日�10時30分～南宗谷
地区で巡回相談開設稚内保健所月1011

12月３～４日�・�10時00分
～利礼地区で巡回相談開設稚内保健所月８12

稚内保健所月19１

21 稚内保健所月９２
３月４～５日�・�10時00分
～利礼地区で巡回相談開設稚内保健所月９３

���������	
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す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
積
極
的

な
受
診
を
お
願
い
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�

保
健
福
祉
推
進
課
福
祉
介
護
係

電
話
▽
２
―
２
０
４
０

�������

　健診結果にあった健康づくりのた
めの情報提供をします。

�
����

　個別面接等で生活習慣改善のアド
バイスを行い、約半年後に実施状況の
確認をします。

�
������

　個別面接等での具体的なアドバイ
スを行ったうえ、健康に関する教室の
開催や、継続的・定期的な支援を行い、
約半年後に実施状況の確認をします。
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�����
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108 355 180 175 知来別

199 590 300 290 浜鬼志別

69 174 78 96 浜猿払

48 101 56 45 浅茅野

44 164 82 82 浅茅野
台　地

39 60 36 24 小　石

118 264 138 126 鬼志別
(東町)

178 432 216 216 鬼志別
(西町)

113 239 125 114 鬼志別
(南町)

124 230 117 113 鬼志別
(北町)

7 18 7 11 豊　里

44 135 66 69 芦　野

25 57 32 25 猿　払

11 47 22 25 狩　別
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伊　

藤　

琉　

那

     

ち
ゃ
ん

る

な

４
月　

日
生
（
心
継
・
香
織
）

11

住　

所
▽
鬼
志
別
南
町
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安　

田　

乙　

葉

     

ち
ゃ
ん

お

と

は

４
月　

日
生
（
大
陸
・
貴
子
）

22

住　

所
▽
鬼
志
別
西
町

細　

川　

舞　

桜

     

ち
ゃ
ん

ま

お

５
月
９
日
生
（
鎌
晋
・
と
も
み
）

住　

所
▽
浜
鬼
志
別

伊　

藤　

玲　

那

     

ち
ゃ
ん

れ

な

４
月　

日
生
（
心
継
・
香
織
）

11

住　

所
▽
鬼
志
別
南
町

梅　

田　

裕　

也　
さ
ん

桶　

田　

尚　

美　
さ
ん

住　

所
▽
知
来
別

木　

下　

将　

士　
さ
ん

浅　

井　

理　

沙　
さ
ん

住　

所
▽
鬼
志
別
西
町

島　

口　

裕　

介　
さ
ん

張　
　
　
　
　

燕　
さ
ん

住　

所
▽
浅
茅
野

渡　

邊　

フ　

ミ　
さ
ん

（　

歳
）
住
所
▽
浅
茅
野

86
株
式
会
社　

稚
商

代
表
取
締
役

米　

本　

正　

樹　

様

住
所
▽
稚
内
市

﹇
一
般
寄
付
﹈
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生
活
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
下

水
道
。
い
つ
も
ス
ム
ー
ズ
に
流
れ

る
よ
う
、
上
手
な
お
つ
き
あ
い
を

し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。
日
頃
の
ち
ょ
っ
と
し
た
気
づ

か
い
が
、
ト
ラ
ブ
ル
の
予
防
に
な

り
ま
す
。

　

皆
さ
ん
が
快
適
に
生
活
す
る
た

め
に
、
次
の
点
に
注
意
を
お
願
い

し
ま
す
。
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廃
油
は
新
聞
紙
な
ど
に
染
み
込

ま
せ
た
り
、
固
め
る
処
理
を
し
て

か
ら
、
燃
や
せ
る
ご
み
の
袋
に
入

れ
て
処
理
を
お
願
い
し
ま
す
。
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自
宅
の
排
水
設
備
の
つ
ま
り
や

悪
臭
の
原
因
に
な
る
だ
け
で
な
く
、

下
水
処
理
場
や
合
併
浄
化
槽
へ
の

負
担
が
増
え
水
処
理
に
悪
影
響
を

与
え
ま
す
。
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紙
お
む
つ
や
水
に
溶
け
に
く
い

テ
ィ
ッ
シ
ュ
、
衛
生
用
品
な
ど
を

水
洗
ト
イ
レ
に
流
す
の
も
ダ
メ
で

す
。

　

ト
イ
レ
を
つ
ま
ら
せ
る
の
は
も

ち
ろ
ん
、
排
水
管
な
ど
を
つ
ま
ら

せ
る
大
き
な
原
因
と
な
り
ま
す
。

�
�
�
�
�
�

産
業
建
設
課
経
済
推
進
室
上
下
水

道
係　

電
話
▽
２
―
３
１
３
５
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村
で
は
、
南
宗
谷
衛
生
施
設
組

合
で
精
製
さ
れ
た
、
生
ご
み
堆
肥

（
肥
料
）
を
無
料
で
配
布
し
て
お

り
ま
す
。

　

ご
希
望
の
方
は
、
左
記
の
問
合

せ
先
ま
で
ご
連
絡
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�

協
働
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
生
活
環

境
係　

電
話
▽
２
―
３
１
３
３
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　去る４月20日、猿払村スポーツセンターにおい
て『第２回猿払青少年剣道大会』が開催され、宗
谷管内、美深町から92名の小中学生が集まり、技
を競い合いました。
　猿払剣道少年団にとって、新学年になって最初
の試合であり、この冬の稽古の成果を一人一人が
発揮してくれればと期待を持って見守っていま
した。『初めてメダルを手にした子』『力を出し
きれず悔しい思いをした子』『昨年とは別人の様
に内容のある試合ができた子』などいましたが、
この大会を終え、それぞれが反省し、これからの
新たな目標、そして目標達成に向けて、自分がど
んな努力が必要か感じてくれたと思います。
　今年度も、これからたくさん大会がありますが、
今年、父母の方から贈られた団旗の言葉でもある
『自練自得』を実行し、日々の稽古、試合を重ね
る度に『心技体』進化する少年団をつくっていき
たいと思います。
　最後に、この大会にご協力いただいた父母、関
係者の方々、そして会場まで足を運んで、子ども
達の試合を観戦いただいた全ての方々に感謝の
意を込め、大会の報告とさせていただきます。

�����
���������	

１位　浜田裕佳
２位　浜田公佑
３位　村本　良

���������	

３位　阿部真優

���������	

１位　堀井聖真
２位　中山桃花

������

１位　佐藤龍一
３位　高橋真佐也

�����
������

２位　猿払Ｂ
　[浜田(公)／木村／
　浜田(裕)]
３位　猿払Ａ
　[阿部／山口／村本]
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１位　猿払Ａ
　[堀井／中山／佐藤]
３位　猿払Ｂ
　[角田／熊谷／小泉]
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２位　拓心中Ａ
　[上林／高橋／
　佐藤(龍)]
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市
立
稚
内
病
院
で
は
、
眼
科
の

外
来
診
察
日
及
び
手
術
日
が
、
平

成　

年
６
月　

日�
か
ら
変
更
と

20

30

な
り
ま
す
の
で
、
お
知
ら
せ
い
た

し
ま
す
。
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日
本
赤
十
字
社
は
、
世
界
各
国

の
赤
十
字
社
と
と
も
に
紛
争
や
災

害
・
病
気
な
ど
で
苦
し
ん
で
い
る

人
々
に
、
救
援
の
手
を
差
し
の
べ

て
い
ま
す
。

　

国
内
に
お
い
て
も
地
震
や
台
風

な
ど
に
よ
る
被
災
者
の
救
護
活
動

や
、
安
全
な
生
活
を
営
ん
で
も
ら

う
た
め
の
安
全
講
習
の
普
及
、
赤

十
字
奉
仕
団
や
青
少
年
赤
十
字
活

動
な
ど
、
幅
広
い
分
野
で
活
動
し

て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
事
業
を
推
進
す
る
た
め

の
活
動
資
金
は
、
法
人
・
個
人
の

皆
様
か
ら
年
間
を
通
し
て
ご
協
力

い
た
だ
い
て
い
る
寄
付
金
（
社

資
）
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

近
日
中
に
村
内
各
地
区
の
協
賛

委
員
の
方
々
が
、
皆
様
の
お
宅
に

お
伺
い
し
ま
す
の
で
、
社
資
募
金

の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。
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平
成　

年
６
月
１
日
か
ら
１
ヶ

20

月
間
程
度
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万
４
千
５
百
円
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６月になりましたが、寒い日が続いていま
す。灯油代は値上がりを続け、我が家では
薪ストーブの恩恵を日々感じています。(ハ

イブリッドカーも欲しいなぁ )話は変わって、皆さ
ん、今春は山菜をたくさん食べられましたか？山
菜大好き家族の我が家では、毎日のように食すこ
とができ、春を満喫することができました。ただ
し、山菜を採取する知識が余り無い私に、知人など
から多くのご指導を頂いたことにも、大変感謝し
ております。(食費もエコな我が家です。)小さな
スペースですが、家庭菜園にも取り組んでおりま
すが、最近、感激したことがありました。何となく
設置していたコンポストの中で、良質な堆肥が出
来ていたのです。それからは、生ゴミを見る目が
激変したこの頃の我が家です。　　　　　クボタ　
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